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合併協議項目１９ 「慣行の取扱い」 
 

 
 
 
 
 
 
 

平成１４年８月３０日 
 

郡 上 郡 町 村 合 併 協 議 会 
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事  務  事  業  一  元  化  調  書 
郡上郡町村合併協議会 

協 議 項 目 慣行の取扱い 協 議 細 目 町村章、町村民憲章、花・木・鳥、旗、歌 

調 整 方 針 
（案） 
町村章、町村民憲章、町村の花・木・鳥、町村旗及び町村歌については、新市において調整する。 

 
現    況 

協 議 細 目 名    
項  目 八幡町 大和町 白鳥町 高鷲村 
制 定 日 昭和４５年５月１日 昭和４０年４月１日 昭和４０年１２月１５日 昭和４８年４月２３日 

図 柄  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

１ 町村章 

説 明 円は町民の和を、円内の鋭角は

山並と鋭く躍進する町の姿を表

徴したものです。 
 町章は、八の字を図案化したも

のです。 
 
 
 

大和町の大の字を図案化した

もので、「がん」と組んで安定し、

発展する大和町を象徴するもの

です。   

飛鳥の雄姿に和と躍進。白鳥の

頭文字「しろ」の二文字を組み合

わせ、飛鳥の姿に図案化したもの

で、町の和と団結を現し、将来の

飛躍的発展を端的に象徴してい

ます。 

無限の未来に向かってたくま

しく躍進する高鷲村の姿を村内

の三山である大日ヶ岳、見当山、

鷲ヶ岳をふまえて雄飛しようと

する大鷲にちなんで象徴したも

のです。 
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事  務  事  業  一  元  化  調  書 
郡上郡町村合併協議会 

 

 
 
 

現    況 
美並村 明宝村 和良村 

参   考 

昭和４９年８月１日 平成４年１１月１日 昭和４９年１０月１４日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

美並の頭文字「み」を、国指定

天然記念物「粥川のうなぎ生息

地」の「うなぎ」を使って、図案

化したものです。 
「うなぎ」のやわらかさと円を

使い「和」を表現しています。 
 
 

明宝村の頭文字「 M」を躍動感

ある名馬磨墨の勇姿にイメージ

デザインし、左上にある円形は村

民の情熱と融和を象徴したもの

です。 

和良村の「ワラ」を図案化、「ラ」

は緑の山林を表し、平和、信頼、

協力、勤労、健康、明るい村勢発

展を表現したものです。 

 
【先進地の調整方針】 
 
○ 埼玉県さいたま市（H13.5.1、新設合併、浦和市・大宮市・与野 
市） 

 ・ 市章については、新市において検討するものとする。 
○ 東京都西東京市（H13.1.21、新設合併、田無市・保谷市） 
・ 市章は、新市において調整する。 

○ 兵庫県篠山市（H11.4.1、新設合併、篠山町・西紀町・丹南町・ 
今田町） 
・ 町章（合併後市制施行）については、新町において新たに定

めるものとする。 
○ 東京都あきるの市（H7.9.1、新設合併、秋川市・五日市町） 
・ 市章は、新市において新たに定めるものとする。 
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事  務  事  業  一  元  化  調  書 
郡上郡町村合併協議会 

協 議 項 目 慣行の取扱い 協 議 細 目 町村章、町村民憲章、花・木・鳥、旗、歌 

調 整 方 針 
 
 
 

現    況 
協 議 細 目 名  

項  目 八幡町 大和町 白鳥町 高鷲村 
制 定 日 昭和４９年１１月２９日 

 
昭和５１年１０月１１日 昭和５０年１０月１５日 昭和５５年９月１６日 ２ 町村民憲章 

内 容 わたくしたちは、歴史と伝統の

城下町郡上八幡の町民です。 
１ 美しい山や川を大切にし、い

つまでもきれいな町にしまし

ょう。 
１ 手をにぎり励ましあって、あ

たたかい人間関係を深めまし

ょう。 
１ 教育を重んじ、文化を高め、

ゆたかな教養を身につけまし

ょう。 
１ スポーツに親しみ、健康で明

るい家庭をつくりましょう。 
１ 働くことによろこびを感じ、

希望に満ちた郷土を築きまし

ょう。 

わたくしたちは、"緑と清流の

里"大和町の町民です。わたくし

たちは、町の今日をきずかれた先

人の恩恵に感謝し、限りない繁栄

に向かって進む道として、次の憲

章を定めます。 
１ 常に学び、文化の高い町をつ

くりましょう。 
１ 心身をきたえ、明るい町をつ

くりましょう。 
１ 生産にはげみ、豊かな町をつ

くりましょう。 
１ 互いに助け合い、あたたかい

町をつくりましょう。 
１ 志を高くし、生気みなぎる町

をつくりましょう。 

わたくしたちは、白山をめぐる

美しい自然と古い歴史のなかに

生きる白鳥町民です。わたくした

ちは、祖先に感謝し、未来に希望

をもって、あたたかい心のふれあ

う、文化のかおり高い、豊なまち

をめざし、この憲章を定めます。 
１ 明るい家庭のならぶ，人情こ

まやかな町にしましょう 
１ 仕事に喜びをみいだし、産業

の栄える町にしましょう 
１ 一生を通じて進んで学習に

励みあう町にしましょう 
１ 自然を大切にし、健康できれ

いな町にしましょう 
１ 老人を敬い、青少年が健全に

育つ町にしましょう 

わたくしたちは、長良川の源に

大日ヶ岳・鷲ヶ岳を仰ぎ、古い歴

史と文化を誇りにもつ、高鷲村民

です。豊かな自然の環境を生か

し、かぎりない繁栄を希つて、こ

こに憲章を定めます。 
１ すこやかな心を養い、たくま

しい体づくりにつとめよう。 
１ 先祖を敬い、心のかよう家づ

くりをしよう。 
１ ふるさとを愛し、生気あふれ

る村づくりにはげもう。 
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事  務  事  業  一  元  化  調  書 
郡上郡町村合併協議会 

 

 
 
 

現    況 
美並村 明宝村 和良村 

参   考 

昭和５９年１１月３日 
 

昭和６１年１０月２３日 昭和６３年１１月１２日 

わたくしたちは、清流と緑の山

に恵まれ、古い歴史と伝統の中で

はぐくまれた美並村民です。 
豊かな自然を愛し、祖先の恩恵

に感謝し、限りない未来に向かっ

て夢と希望をもち、明るく、豊か

な、美しい村づくりをめざし、こ

こに憲章を定めます。 
１ 相手の立場を尊重し心のふ

れあいを大切にしましょう。 
１ 常に学ぶ心をもち高い教養

を身につけましょう。 
１ 郷土の歴史を知り新しい文

化を創り出しましょう。 
１ 健康づくりに務め働くこと

に生きがいを持ちましょう。 
１ 創意と工夫をこらし住み良

い環境をつくりましょう。 

わたしたちは、明宝村を愛し、

先人の恩恵に感謝し、伝統と文化

を踏まえ、未来に向かって活力あ

る村づくりをめざします。 
１ 心身をきたえ 健康な 村

をつくります 
１ 自然を大切にし 美しい 

村をつくります 
１ ふるさとを愛し 人情豊か

な 村をつくります 
１ 進んで学び 文化の香る 

村をつくります 
１ 働けることを喜び 活気あ

ふれる 村をつくります 

 わたくしたちは、和良村民であ

ることに誇りと責任を持ち、緑豊

かな自然と先人の偉業を受け継

ぎお互いの幸福を願い、伸びゆく

村を築くためこの憲章を定めま

す。 
１ 郷土を愛し、自然を守り、美

しい村をつくりましょう。 
１ 人間を尊び、心のふれ合う明

るい村をつくりましょう 
１ 教養を深め、香り高い文化の

村をつくりましょう 
１ 勤労に励み、力を合わせて、

豊かな村をつくりましょう 
１ 心身を鍛え、健康で生きがい

のある村をつくりましょう 

 
【先進地の調整方針】 
 
○ 埼玉県さいたま市 
 ・ 市民憲章については、新市において検討する。 
○ 東京都西東京市 
・ 市民憲章については、新市において調整する。 

○ 兵庫県篠山市 
・ 町民憲章については、新町において新たに定めるものとする。 
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事  務  事  業  一  元  化  調  書 
郡上郡町村合併協議会 

協 議 項 目 慣行の取扱い 協 議 細 目 町村章、町村民憲章、花・木・鳥、旗、歌 

調 整 方 針 
 
 
 

現    況 
協 議 細 目 名     

項  目 八幡町 大和町 白鳥町 高鷲村 
花 さつき 

 昭和４９年１１月２９日指定 
やまつつじ 
 昭和４９年７月１日指定 

えぞりんどう 
 昭和４０年１２月１５日指定 

こぶし 
 昭和５５年９月１６日指定 

木 杉 
 昭和４９年１１月２９日指定 

桧 
昭和４９年７月１日指定 

杉 
 昭和５０年１０月１５日指定 

赤松 
 昭和５２年１１月１日指定 

３ 花・木・鳥 

鳥 （未指定） 
 
 
 
 
 
 

（未指定） （未指定） （未指定） 

制 定 日 昭和４５年５月１日 
 

昭和４０年４月１日   ４ 町村旗 

内 容 地色は白色で中央に町章を表

す。 
旗（縦、横）は国旗基準に準ず

る。 
町章の大きさは上下の長さを

旗の上下の長さの２分の１と、色

は緑色とする。 

えんじ色の主地に町章を白くう

き出させる。 
旗（横、縦）は国旗基準に準ず

る。 
町章の大きさは、町章の上下の

長さを旗の上下の長さの２分の

１とする。 

慣例として町章を旗として使用 
地色：青色 
町章：白色 

慣例として村章を旗として使用 
地色：緑色 
村章：白色 

制 定 日 昭和４９年１１月２９日 
 

昭和５２年１０月２３日  昭和４８年４月２３日 ５ 町村歌 

名 称 八幡町の歌 
 
 
 

大和町民の歌 （未制定） 高鷲村民の歌 
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事  務  事  業  一  元  化  調  書 
郡上郡町村合併協議会 

 

 
 
 

現    況 
美並村 明宝村 和良村 

参   考 

川さつき 
 昭和４９年１月１０日指定 

みずばしょう 
 平成元年７月３１日指定 

（未指定） 

桧 
 昭和５９年１１月３日指定 

もみじ 
 昭和４８年４月１５日指定 

紅どうだん 
 昭和４７年４月１日制定 

（未指定） 
 
 
 
 
 
 

うぐいす 
 平成元年７月３１日指定 

（未指定） 

【先進地の調整方針】 
○ 埼玉県さいたま市 
 ・ 市の木、花等の象徴的事項については、新市において検討す

るものとする。 
○ 東京都西東京市 
・ 市の木、花、鳥は、新市において調整する。 

○ 兵庫県篠山市 
・ 町木、町花については、新町において新たに定めるものとす

る。 
○ 東京都あきるの市 
・ 市の花、木、鳥は、新市において新たに定めるものとする。  

 
 

 昭和４９年１０月１４日 

慣例として村章を旗として使用 
地色：白色 
村章：えんじ色 
 
 
 
 

慣例として村章を旗として使用 
地色：緑色 
村章：白色 

白地に村章を緑にする。 
旗（縦、横、円）は、国旗規格

に準ずる。 

【先進地の調整方針】 
○ 埼玉県さいたま市 
 ・ 市の木、花等の象徴的事項については、新市において検討す

るものとする。 

昭和５９年１１月３日 
 

 昭和４９年１１月３日 

美並村民の歌 
 
 
 

明宝村民の歌 和良村民の歌 

【先進地の調整方針】 
○ 埼玉県さいたま市 
 ・ 市の木、花等の象徴的事項については、新市において検討す

るものとする。 
○ 兵庫県篠山市 
・ 町歌については、新町において新たに定めるものとする。 




